
事 務 連 絡 

令和２年７月 21 日 

関 係 団 体 御中 

厚生労働省保険局医療課 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

（その 24） 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管

部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高

齢者医療主管課(部)あて通知するとともに、別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい

たします。 
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（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 
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事 務 連 絡 

令和２年７月 21 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その24） 

 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び

施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏

のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 

 

以上 

御中 
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（別添） 

 

問１ 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第 92 号）にお

いて、令和２年３月１日から令和３年２月 28 日までの間に支給認定の有効期間が満了

する支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等、支給認定障害者等及び支給認定患者等が

新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により、医師の診断書等を提出する

ことが困難な場合には、当該支給認定の有効期間が１年間延長されたところであるが、

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６条の２第２項に規定する小児慢性特定疾病

医療支援の対象者であって、満 20 歳の者は、A307 小児入院医療管理料を算定すること

ができるか。 

（答）満 20 歳で児童福祉法第６条の２第２項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象

となる者であって、要件を満たす場合 A307 小児入院医療管理料を算定することができ

る。 

 
問２ 問１に関して、A301-4 小児特定集中治療室管理料についてどのように考えれば良い

か。 

（答）A301-4 小児特定集中治療室管理料についても問１と同様の取扱いとして差し支えな

い。 

 
問３ 新型コロナウイルスの感染予防等の観点から、一時的に疾患別リハビリテーションを

中止せざるを得なかったことにより、標準的算定日数を超えた患者について、引き続き

疾患別リハビリテーション料を算定することはできるか。 

（答）当該患者が、特掲診療料の施設基準等（平成 20 年厚生労働省告示第 63 号）別表第九

の八第一号に掲げる患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できる

と医学的に判断される場合は、各疾患別リハビリテーション料の注１ただし書きの規定

に従い、標準的算定日数を超えて所定点数を算定することができる。 

   なお、その場合にあっても、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事

項について」（令和２年３月５日付け保医発 0305 第１号厚生労働省保険局医療課長及

び厚生労働省保険局歯科医療管理官連名通知）別添１第７部通則４及び９における「標

準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継

続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」の取扱いを遵守

すること。 
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